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一

監
査
委
員

山
梨
県
監
査
委
員
告
示
第
一
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
百
九
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
執
行

し
た
監
査
の
結
果
に
関
す
る
報
告
を
同
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
十
四
年
一
月
二
十
五
日

山
梨
県
監
査
委
員
　
　
小
　
　
林
　
　
二
　
　
三

同
　
　
　
　
　
　
　
　
早
　
　
川
　
　
正
　
　
秋

同
　
　
　
　
　
　
　
　
白
　
　
倉
　
　
政
　
　
司

同
　
　
　
　
　
　
　
　
中
　
　
村
　
　
照
　
　
人

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
号
　
　
平
成
十
四
年
一
月
二
十
五
日

定
価（
消
費
税
別
）一
箇
年
　
一
六
、〇
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一

山
梨
県
公
報
平
成
十
四
年

一
月
二
十
五
日

号
外
第
二
号

金　曜　日

１
　
監
査
対
象
箇
所
及
び
監
査
期
日
�

監
査
箇
所
�

森
林
環
境
部
�

　
森
林
環
境
総
務
課
�

　
環
境
活
動
推
進
課
�

　
大
気
水
質
保
全
課
�

　
環
境
整
備
課
�

　
み
ど
り
自
然
課
�

　
森
林
整
備
課
�

　
林
業
振
興
課
�

　
県
有
林
課
�

　
治
山
林
道
課
�

　
全
国
植
樹
祭
推
進
課
�

土
木
部
�

　
土
木
総
務
課
（
技
術
管
理
室
）
�

　
用
地
課
�

　
道
路
建
設
課
�

　
高
速
道
路
推
進
課
（
旧
中
央
道
自
動
車
用
地
事
務
所
）
�

　
道
路
維
持
課
�

　
治
水
課
（
ダ
ム
建
設
室
）
�

　
砂
防
課
�

　
都
市
計
画
課
�

　
下
水
道
課
�

　
住
宅
課
�

　
建
築
指
導
課
�

総
務
部
�

　
人
事
課
�

　
職
員
厚
生
課
�

　
財
政
課
�

　
税
務
課
�

　
管
財
課
�

　
営
繕
課
�

　
私
学
文
書
課
�

　
市
町
村
課
�

　
消
防
防
災
課
�

農
政
部
�

　
農
政
総
務
課
（
指
導
検
査
室
）
�

　
農
村
振
興
課
�

　
果
樹
園
芸
課
�

��

監
査
年
月
日
�

平
成
１３
年
１１
月
６
日
�

����������

平
成
１３
年
１１
月
８
日
�

�����������

平
成
１３
年
１１
月
９
日
�

���������

平
成
１３
年
１１
月
１３
日
�



山
梨
県
公
報
号
外

第
二
号
　
　
平
成
十
四
年
一
月
二
十
五
日

二

　
畜
産
課
�

　
花
き
農
産
課
�

　
農
業
技
術
課
�

　
耕
地
課
�

���

２
　
監
査
対
象
期
間
�

　
　
平
成
１
２
年
度
�

�３
　
監
査
の
方
法
�

　
　
監
査
は
、
監
査
対
象
期
間
に
お
け
る
財
務
に
関
す
る
事
務
及
び
工
事
の
執
行
状
況
に
つ
い
て
、
抽
�

　
出
の
方
法
に
よ
り
、
諸
帳
簿
及
び
証
明
書
類
等
を
照
査
す
る
と
と
も
に
、
現
地
調
査
、
職
員
か
ら
の
�

　
事
情
聴
取
に
よ
り
実
施
し
た
。
�

�４
　
監
査
結
果
処
理
区
分
�

　
　
監
査
結
果
は
次
の
と
お
り
区
分
し
た
。
�

　（
1）　

指
摘
事
項
�

　
　
　
　
法
令
等
に
違
反
す
る
な
ど
著
し
く
不
適
切
な
事
務
処
理
等
と
認
め
ら
れ
る
も
の
�

　（
２
）　
文
書
指
導
事
項
�

　
　
　
　
指
摘
事
項
以
外
で
特
に
改
善
を
要
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
�

　（
３
）　
口
頭
注
意
事
項
�

　
　
　
　
不
適
切
な
処
理
の
内
容
が
軽
易
な
も
の
で
、
単
純
な
誤
謬
に
起
因
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
�

�５
　
監
査
結
果
�

　
　
財
務
に
関
す
る
事
務
の
執
行
全
般
に
つ
い
て
は
、一
部
で
改
善
を
要
す
る
事
項
が
認
め
ら
れ
た
が
、
�

　
そ
れ
以
外
に
つ
い
て
は
、
お
お
む
ね
適
正
に
処
理
さ
れ
て
い
た
。
�

　
　
監
査
の
結
果
、
指
摘
事
項
、
文
書
指
導
事
項
、
口
頭
注
意
事
項
と
し
た
区
分
毎
の
集
計
は
下
表
の
�

　
と
お
り
で
あ
る
。
�

��������６
　
監
査
結
果
の
概
要
�

　
　
不
適
切
な
事
務
処
理
と
し
て
、
公
表
す
べ
き
指
摘
事
項
は
な
か
っ
た
が
、
文
書
指
導
、
口
頭
注
意
�

　
を
行
っ
た
主
な
も
の
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
�

　
�

区
　
分
�

指
摘
（
件
）�

指
導
（
件
）�

注
意
（
件
）�

合
　
　
計
�

収
入
�

　
�

１
３
�

１
�

１
４
�

支
出
�

　
�

９
�

５
�

１
４
�

給
与
��

２
�

３
�

５
�

物
品
��

３
�

２
�

５
�

財
産
��

３
�

３
�

６
�

契
約
��

７
�

２
�

９
�

工
事
��

２
��

２
�

そ
の
他
�

　
���

０
�

合
計
�０
�

３
９
�

１
６
�

５
５
�

　（
１
）　
収
入
に
関
す
る
事
項
�

　
　
　①
　
手
数
料
、
使
用
料
の
調
定
事
務
に
不
備
が
あ
り
改
善
を
要
す
る
も
の
�

　
　
②
　
収
入
未
収
金
の
回
収
及
び
債
権
管
理
に
改
善
を
要
す
る
も
の
�

　（
２
）　
支
出
に
関
す
る
事
項
�

　
　
①
　
過
年
度
の
雑
部
金
の
処
理
に
不
備
が
あ
り
改
善
を
要
す
る
も
の
�

　
　
②
　
資
金
前
渡
に
係
る
事
務
処
理
に
不
備
が
あ
り
改
善
を
要
す
る
も
の
�

　
　
③
　
補
助
金
交
付
に
つ
い
て
申
請
者
と
交
付
者
が
双
方
代
理
で
あ
り
改
善
を
要
す
る
も
の
�

　（
３
）　
給
与
に
関
す
る
事
項
�

　
　
①
　
旅
費
の
算
定
に
誤
り
が
あ
り
改
善
を
要
す
る
も
の
�

　
　
②
　
住
居
手
当
の
算
定
に
誤
り
が
あ
り
改
善
を
要
す
る
も
の
�

　
　
③
　
扶
養
手
当
の
認
定
手
続
き
に
誤
り
が
あ
り
改
善
を
要
す
る
も
の
�

　（
４
）　
契
約
に
関
す
る
事
項
�

　
　
①
　
契
約
書
の
作
成
手
続
き
に
不
備
が
あ
り
改
善
を
要
す
る
も
の
�

　
　
②
　
予
定
価
格
調
書
の
作
成
に
不
備
が
あ
り
改
善
を
要
す
る
も
の
�

　
　
③
　
随
意
契
約
で
見
積
書
の
取
扱
い
に
不
備
が
あ
り
改
善
を
要
す
る
も
の
�

　（
５
）　
工
事
に
関
す
る
事
項
�

　
　
①
　
杭
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
充
填
量
の
計
算
方
法
に
検
討
を
要
す
る
も
の
�

　
　
②
　
公
共
補
償
の
方
法
が
不
適
切
で
改
善
を
要
す
る
も
の
�

　（
６
）　
財
産
管
理
に
関
す
る
事
項
�

　
　
①
　
基
金
の
運
用
益
の
取
扱
い
が
不
適
切
で
あ
り
改
善
を
要
す
る
も
の
�

　（
７
）　
物
品
管
理
に
関
す
る
事
項
�

　
　
①
　
備
品
台
帳
と
現
品
が
一
致
し
な
い
な
ど
物
品
管
理
で
改
善
を
要
す
る
も
の
�

　
　
②
　
物
品
の
調
達
手
続
き
が
不
適
切
で
あ
り
改
善
を
要
す
る
も
の
�

�

発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番


